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１．計画の背景と目的（はじめに）                                       

旧武蔵台中学校は、施設一体型「義務教育学校」の開校に伴い、武蔵台小学校へ集約することで

令和 5年 3月末をもって閉校となりました。 

これを踏まえ、日高市（以下「本市」という。）では、令和６年３月に『日高市学校跡地活用基本

計画（旧武蔵台中学校、高根中学校、高麗小学校）』（以下「基本計画」という。）を策定しました。 

この基本計画では、順次空き施設となる３校の学校跡地の有効活用を図ることを目的とし、上位計

画等との整合性や行政需要への対応、市民の意向、民間事業者等による活用の可能性を踏まえ、学

校跡地活用に向けた基本的な考え方を整理しています。 

『日高市学校跡地個別活用計画』（以下「本計画」という。）は、この基本計画に基づき、先行事

例等の情報調査、住民及び民間事業者等のニーズの把握、活用手法の検討などを行い、旧武蔵台

中学校の跡地活用を推進することを目的とします。 

 

２．個別活用計画の位置付け                                       

 

  

日高市学校跡地 

個別活用計画 

（高麗小学校） 

日高市学校跡地 

個別活用計画 

（旧武蔵台中学校） 

第 6次日高市総合計画 

日高市公共施設等総合管理計画 

日高市公共施設長寿命化計画 

日高市公共施設再編計画～第１期 個別施設計画～ 

日高市学校跡地活用基本計画 

（旧武蔵台中学校・高根中学校・高麗小学校） 

日高市学校跡地 

個別活用計画 

（旧高根中学校） 
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３．日高市学校跡地活用基本計画における活用の方向性の整理                  

（１）学校跡地活用に向けた基本的な考え方及び留意事項 

基本計画における学校跡地活用に向けた基本的な考え方及び留意事項は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）活用の方向性 

基本計画における旧武蔵台中学校の活用の方向性は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 『サウンディング型市場調査』とは、市有地などの有効活用に向けた検討に当たって、民間事業者

から広く意見及び提案を求め、「対話」を通じて市場性等を把握する調査です。 

 

  

基本的な考え方 

① まちづくりの方針 
・第６次日高市総合計画等の各種上位計画

に基づき、多角的に活用方法を検討 

② 民間事業者等の活用 
・本市の経済性や市民サービスの継続に向けて

民間事業者等の活用を検討 

・活用に当たっては民間事業者等が進出できる

条件を検討 

③ 地域の意向と地域の活性化 
・学校が担ってきた役割を踏まえ、地域の意向

を把握し、地域の活性化に資する活用方法を

検討 

 

留意事項 

① 防災拠点 
・学校が指定避難所として担ってきた役割を踏

まえ、新たな地域の防災拠点の確保又は継

続した防災拠点の維持を検討 

② 国庫補助金等の清算及び活用 
・国庫補助金等を財源として整備した建物等

の財産処分について適切に対応 

・学校跡地の活用施設が国庫補助の対象とな

る場合、補助金制度を活用し、財政負担の

軽減に努める 

③ 法の規制 
・学校ではない用途として活用する場合の都市

計画法や建築基準法、消防法等の規定に留

意 

活用の方向性 

○民間事業者等による活用を基本とする 

○民間事業者等による活用については、市民アンケート調査、市民懇談会及びサウンディン
グ型市場調査※において提案された内容に留意した活用を検討する 

○売却、賃貸の順で検討を進める 

○早期活用を図るため、現行の地区計画に合致する用途での活用を検討する 
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４．敷地条件等の状況の整理                                     

旧武蔵台中学校の敷地条件、校舎等の状況及び土地利用の制限については、以下のとおりです。 

（１）敷地条件 

（２）校舎等の状況（配置図は図１のとおり） 

 ※出典 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号） 

 

  

所在地 埼玉県日高市武蔵台六丁目150番地1 

区域区分 市街化区域 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

地区計画 武蔵台団地地区地区計画（公共公益施設地区 G地区） 

建蔽率/容積率 60％/150％ 

土地面積 34,990㎡ 

その他 

・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内に校舎の一部が位置する 

・土砂災害警戒区域（イエローゾーン）内に校舎と体育館の一部、校庭が位置する 

・平成27年度に学校施設環境改善交付金（防災機能強化）を活用 

・令和２年度に公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を活用 

・指定避難所として指定 

建

物

概

要 

建物名称 構造・階数 建設年月 法定耐用年数※ 延床面積 

①一般教室・管理棟 鉄筋コンクリート造・４階 平成元年３月 47年 
5,258.33㎡ 

⑧特別教室棟 鉄筋コンクリート造・４階 平成元年３月 47年 

②機械室 鉄筋コンクリート造・１階 平成元年３月 47年 198.50㎡ 

③体育倉庫 鉄骨その他造・１階 平成元年３月 34年 36.10㎡ 

④プール専用付属室 鉄骨その他造・１階 平成元年12月 34年 104.80㎡ 

⑤体育館 鉄骨鉄筋コンクリート造・２階 平成２年３月 47年 1,572.58㎡ 

⑥部室 鉄骨その他造・１階 平成２年11月 34年 69.17㎡ 

⑦物置 鉄骨その他造・１階 平成４年２月 34年 41.66㎡ 
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図１：旧武蔵台中学校（配置図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公共施設台帳 

（３）土地利用の制限 

旧武蔵台中学校は、都市計画法による市街化区域に位置し、用途地域は第一種中高層住居

専用地域です。また、武蔵台団地地区地区計画（公共公益施設地区 G地区）の区域内に位

置しています。 

それぞれの用途制限において建築できる用途は、下表のとおりです。 

表１：第一種中高層住居専用地域で建築できる用途 

建築物の用途 

住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿 

兼用住宅（延べ面積の 1/2 以上が住居で、店舗・事務所の部分が 50 ㎡以下なら建築可） 

幼稚園・小学校・中学校・高等学校 

図書館 

神社・寺院・教会 

老人ホーム・身体障害者福祉ホーム 

公衆浴場・診療所・保育所 

老人福祉センター・児童厚生施設 

巡査派出所（交番）・公衆電話所（電話ボックス） 

税務署・郵便局・警察署・保健所・消防署 

大学・高等専門学校 

病院 

店舗や飲食店の部分が 2階以下で床面積の合計が 500㎡以内のもの 

自動車車庫（2階以下かつ 300㎡以下） 



5 

 

表２：武蔵台団地地区地区計画（公共公益施設地区 G地区）で建築できる用途 

建築物の用途 

学校 

集会場 

学校及び集会場に付属する建築物 

地区内に公益上必要な建築物 

駅舎 

店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの 

自動車車庫 

 

また、同校においては、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内に校舎の一部が位置しており、

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）内に校舎と体育館の一部、校庭が位置しています。なお、土

砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）では、土砂災害防止法に基づき、特定の開発行為や居室を

有する建築物の構造が制限されています。 
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５．学校跡地活用事例の調査                                          

旧武蔵台中学校と同一用途である第一種中高層住居専用地域における他自治体の学校跡地

活用事例について、３校の事例を調査しました。 

表３：他自治体の学校跡地活用事例 

所在 兵庫県神戸市 兵庫県神戸市 東京都練馬区 

学校名 旧雲雀丘小学校 旧夢野中学校 旧光が丘第三小学校 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 

敷地面積 約 8,300㎡ 約 15,700㎡ 約 12,000㎡ 

活用手法 売却 売却 賃貸 

活用施設 福祉施設 福祉施設 教育施設 

活用内容 特別養護老人ホーム 介護医療施設 インターナショナルスクール 

契約時期 
不明 

（覚書締結：令和元年11月） 

不明 

（覚書締結：令和２年６月） 
平成 23年 1月 

施設オープン

時期 
令和４年４月 令和５年４月 平成 24年 10月 

地域活性化・

地域交流の

取組 

・敷地内にゲートボール場や建

物の 1 階に交流スペースを設

け、自治会や近隣住民との

交流の場（地域の拠点）と

して活用 

・地域活性化のために、地域の

方々の雇用を積極的に図り、

高齢者への雇用の場の提供

を図る 

・地域のニーズに合わせる柔軟性 

（増床計画、拡張する多目的室） 

・地域活性化を促す様々な取組 

（イベント開催、多目的室の地

域開放） 

・地域資源を生かした施設整備 

（屋上庭園をイベント時に地域

開放） 

・地域経済の活性化と雇用促進 

（市内在住者の採用や地元企

業の利用、シルバー人材センタ

ーとの連携） 

・防災活動への協力や体育

館、校庭について近隣の地域

団体への開放、国際交流面

での区施設との連携や近隣

小・中学校との交流 

調査した 3校では、統廃合や移転によって閉校となった学校跡地について、プロポーザル方式※に

より事業者公募が行われています。また、いずれの活用事例においても、事業計画に地域活性化や

地域交流を図る取組を提案した事業者が選定されています。 

 

※ 『プロポーザル方式』とは、不特定多数の事業者から、定められたテーマに対して提案書などの提

出を求め、最も優れた提案をした事業者を契約相手として選定する方式です。 
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６．住民及び民間事業者等のニーズの把握                                

（１）住民ニーズの把握 

令和４年度に実施した「学校跡地活用に関わる市民アンケート調査」及び令和５年度に実施し

た「学校跡地活用に関する市民懇談会」における住民のニーズは、以下のとおりです。 

【学校跡地活用に関わる市民アンケート調査（令和４年度実施）】 

① 民間事業者の導入について 

 

 

 

 

 

 

② 活用の方法について 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.8%

15.0%

9.6%

8.6%

6.8%

6.7%

6.3%

5.6%

5.6%

3.2%

9.1%

3.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

福祉サービスが受けられる場

身体を動かしたりスポーツなどをしたり健康づくりができる場

合宿所などの宿泊施設

社会人が学び直し教育や文化学習などを受けられる場（図書館など）

多くの人が働くことのできるオフィス機能

カフェ、レストランなどの食事提供施設

地場産品などを取扱う場や観光施設（道の駅など）

子育て支援が受けられる場

イベントを開催したり参加したりできる場

学生が教育を受けられる場

その他

無回答
(n=1153)

45.5%

30.6%

20.5%

1.7%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

導入した方がよい

どちらでもよい

市が整備・運営した方がよい

その他

無回答



8 

 

【学校跡地活用に関する市民懇談会（令和５年度実施）】 

種別 活用アイデア 

福祉系 ・ デイケアセンター 

・ 介護施設 

スポーツ・文化系 ・ 校庭を遊び場として開放 

・ アトリエや工房、スタジオ等がある芸術文化施設 

・ カルチャーセンター 

観光・レジャー・アミューズメント系 ・ グランピング、キャンピング施設 

・ 観光客向けの宿泊施設 

・ 体育館等に隣接した合宿所 

子育て・教育系 ・ 児童館、子育て支援施設 

・ 子ども食堂 

・ 大学施設 

コミュニティ系 ・ 多世代交流センター 

・ 市民活動拠点施設 

農林水産系 ・ 特産品や農産物の加工販売施設 

・ 農業体験施設 

業務、IT系 ・ コワーキングスペース、シェアオフィス 

・ スタートアップ企業の支援の場 

商業系 ・ 飲食店（カフェ、レストラン） 

・ 道の駅 

防災系 ・ 避難所 

・ 防災トレーニングセンター 

行政施設 ・ 公民館、図書館 

・ 出張所 

 

「学校跡地活用に関する市民懇談会」では、令和４年度に実施した「学校跡地活用に関わる市

民アンケート調査」の結果も参考にしながら意見交換が行われ、活用アイデアが出されました。 

住民ニーズを整理するに当たり、活用アイデアを施設別に分類すると、「文化施設」、「体育施設」、

「教育施設」、「福祉施設」、「事務施設」、「宿泊施設」、「商業施設」、「流通施設」に分けることが

できます。（P10．「図２：住民・民間ニーズ及び活用可能性のイメージ」参照） 
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（２）民間ニーズの把握 

令和５年度に実施した「サウンディング型市場調査」での民間事業者等のニーズについては、以下

のとおりです。 

【サウンディング型市場調査（令和５年度実施）】 

提案数 14社 

提案業種 スポーツ・文化系（４社） 

福祉系（２社） 

農林水産系（２社） 

レジャー・アミューズメント系（２社） 

子育て・教育系（２社） 

コミュニティ系（１社） 

スタジオ系（１社） 

事業手法 買取り（2社） 

賃借（12社） 

 

「サウンディング型市場調査」において参加した民間事業者等から、様々な業種が提案されました。 

民間ニーズを整理するに当たり、提案業種を施設別に分類すると、「文化施設」、「体育施設」、

「教育施設」、「福祉施設」、「事務施設」、「宿泊施設」、「商業施設」、「情報通信施設」、「流通施

設」に分けることができます。（P10．「図２：住民・民間ニーズ及び活用可能性のイメージ」参照） 

事業手法に関するニーズとしては、買取りよりも賃借を希望する意見が多い結果でした。 

 

（３）住民及び民間ニーズの整理 

（１）（２）で把握した住民及び民間ニーズ（活用施設）を整理すると、下表のとおりです。 

表４：住民・民間ニーズ 

 文化 

施設 

体育 

施設 

教育 

施設 

福祉 

施設 

事務 

施設 

宿泊 

施設 

商業 

施設 

情報 

通信 

施設 

流通 

施設 

住民 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

民間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

また、現行用途（武蔵台団地地区地区計画）で活用の可能性があるものと、地区計画の変更※

（第一種中高層住居専用地域）により活用の可能性があるものについて次図及び次表のとおり整

理しました。 

 

※ 地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と本市が連携しながら、地区の目指すべき将来

像を設定し、その実現に向けて地区独自のルールを都市計画に位置づけ、「まちづくり」を進めていく

手法です。 

地区計画の変更には地元住民の合意が必要であり、本市が一方的に変更を行うことはありません。

そのため、次図及び次表は住民・民間ニーズに対して用途別に活用の可能性を検証したものです。 
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図２：住民・民間ニーズ及び活用可能性のイメージ 

 

表５：住民・民間ニーズ及び用途別活用可能性 
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住民及び民間における多様なニーズはあるものの、現行用途で活用の可能性があるものは「教育

施設（事業内容による）」と「商業施設（規模等の条件あり）」です。また、地区計画を変更する

場合には、「福祉施設」の可能性が出てきます。 

なお、地区計画を変更した場合、住民ニーズのある用途が新たに活用可能となることはなく、文化

施設の一部の「公益上必要な建築物に該当すれば建築の可能性あり」という条件が外れるという効

果にとどまります。 

また、この活用例にあるような用途について、サウンディング型市場調査による民間事業者等からの

提案はありませんでした。 

このようなことから、まずは現行用途（武蔵台団地地区地区計画）に合致する用途での活用を進

めることとします。 
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７．活用手法の検討                                         

（１）財政比較 

基本計画における旧武蔵台中学校の活用の方向性では、「売却、賃貸の順で検討を進める」とし

ています。ここでは、活用手法の検討として下表のとおり、売却と賃貸に関して、収入面と支出面から

財政比較を行いました。 

表６：財政比較 

項目 売却 賃貸 

収
入 

契約時 

（契約期間中） 

・売却時に譲渡収入がある 

※売却価格は不動産鑑定等を基に算定

した時価を想定 

・借地期間中に一定の賃料収入がある 

※賃貸価格は不動産鑑定等を基に算定

した時価を想定 

租税公課 ・毎年度、土地、建物等に係る固定資産

税等の収入がある 

・法人の場合は法人市民税の収入がある 

・なし 

 

・法人の場合は法人市民税の収入がある 

間接的な収入 ・本社を設置した場合は法人税の収入があ

る 

・交流人口の増加等に伴う収入が見込める 

・本社を設置した場合は法人税の収入があ

る 

・交流人口の増加等に伴う収入が見込める 

支
出 

活用に伴う改装費 ・なし（購入者負担） ・なし（借主負担） 

維持管理費 ・なし（購入者負担） ・水道光熱費等（借主負担）を除く既存

施設の法定点検等の費用について、契約

内容に応じ、貸主（市）が一部負担する 

日常修繕費 ・なし（購入者負担） ・施設の経年劣化による簡易的な修繕の

費用について、契約内容に応じ、貸主

（市）が一部負担する 

大規模改修費 ・なし（購入者負担） ・大規模改修の費用について貸主（市）

が負担する 

建物除却費 ・なし（購入者負担） 

 ※売却価格から差引くことを検討 

・物理的耐用年数を迎えた場合、建物除

却の費用について貸主（市）が負担する 

起債返済 ・あり（要繰上償還） ・あり（通常償還） 

学校関係国庫

補助金の返還

又は基金積立 

・あり ・あり 

まとめ 

・売却収入が得られる 

・固定資産税等の収入が得られる 

・維持管理は購入者が行うため、費用及び

事務負担が不要となる 

・賃料収入が得られる 

・借主が維持管理を行うのが基本となるた

め、費用及び事務負担は少なくなるが、市

の所有であるため、大規模改修等の費用

負担が必要となる 

 

収入面において売却の場合は、売却時の譲渡収入と合わせて、売却後の固定資産税等の収入

が継続的に見込める可能性があります。賃貸の場合は、長期間継続して貸出すことができれば、売

却価格を上回る収入が得られる可能性があります。 
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支出面において売却の場合は、維持管理費や日常修繕費等の費用が不要となります。賃貸の場

合は、契約期間中の維持管理費及び日常修繕費の一部や大規模改修費、建物除却費として約

８億円から 12億円の費用が生じる可能性があります。 

以上のことから、賃貸よりも売却の方が収入を見込めるとともに、売却の場合は維持管理や修繕・

改修を購入者が行うため、費用及び事務費が不要となることから、大幅な財政負担の軽減を図ること

ができます。 

活用手法としては、本市のまちづくりの方針を踏まえ、財政に及ぼす影響の観点から、売却を優先

とします。ただし、売却先が見つからない場合は、賃貸による活用も視野に入れ、柔軟な対応を行うこ

ととします。 

 

（２）財産の管理及び処分 

財産の分類とそれに応じた管理及び処分等について、下図のとおり整理しました。 

 

図３：本市における財産の種類（地方自治法による財産の分類） 
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表７：財産の管理及び処分等 

 

学校跡地を民間事業者等が活用する場合、売却、賃貸にかかわらず、本市における財産区分は

普通財産です。賃貸により活用する場合は、土地建物賃貸借契約により条件を定めることになり、ま

た、憲法第 89条により制限される用途を目的とした活用はできません。 

売却、賃貸いずれの場合も、適正な価格で取引を行う必要があるため、不動産鑑定評価等に基

づき、適正な価格を決定します。 

また、本市においては『財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例』により、「普通財産の譲与

又は減額譲渡」が可能な場合の条件、「無償貸付又は減額貸付」が可能な場合の条件が、それぞ

れ定められています。 

なお、この条例に該当しない減額譲渡や無償貸付等に関しては、別途議会の議決が必要です。 
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８．個別活用計画の策定                                       

（１）活用内容 

市民アンケート調査及び市民懇談会の結果や民間事業者等へのサウンディング型市場調査により、

旧武蔵台中学校の活用に対して民間活力の導入が期待できることが把握できたため、同校の活用に

当たっては、民間事業者等のノウハウや資源等を有効活用した施設を目指します。 

活用内容については、幅広い活用の可能性を考慮し、活用内容は一つに絞り込まず、また、地区

計画を変更した場合の効果は限定的であることから、現行用途の範囲内で活用することとします。 

さらに、学校跡地であることを踏まえた健全な事業であること、収益性、経済性を発揮できる事業で

あることを民間事業者等に求めることとします。 

なお、旧武蔵台中学校は地域コミュニティ活動の場としての機能を有していたことから、地域の活性

化につながる活用内容も求めることとします。 

 

（２）活用手法 

活用手法については、経済的合理性のある売却を優先とし、売却先が見つからない場合は、賃貸

による活用を図ります。 

 

（３）事業者選定方法 

事業者選定に当たり、（1）の活用内容を民間事業者等に求めるために、事業内容を評価する

必要があります。そのため、選定方法は、提案審査を行う公募型プロポーザル方式によるものとします。 

募集要項や審査基準に関しては、地域の意向の反映、財政負担の削減につながる活用となるよう

に、仕様の検討を行います。 

 

（４）留意事項 

旧武蔵台中学校においては、国庫補助金等を活用して施設等の整備を行っているため、処分制

限期間内に、転用、貸与、譲渡及び取壊し等を行う場合には、原則として、文部科学大臣への承認

申請や報告などの財産処分の手続が必要となります。また、地方債においても未償還残高がある場

合は、繰上償還となる可能性があります。これらに留意して、同校の活用を進めます。 

サウンディング型市場調査において、売却の場合であっても避難所機能の維持は可能との回答が

得られたことを踏まえ、避難所機能の維持について民間事業者等へ協力を求めます。 
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９．今後のスケジュール                                         

本計画策定後、令和６年度の下半期に公募条件の整理を行い、令和７年度に公募準備の上、

公募を実施します。その後、候補者を決定し、地元説明、契約締結などを経て、令和８年度からの活

用開始を目指します。 

また、並行して、令和７年度から令和８年度末にかけて公立学校施設に係る財産処分手続として、

財産処分の承認申請、学校施設整備のための基金条例制定及び基金積立等を進めます。 

 

図４：今後のスケジュール 
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